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調  査  の  あ  ら  ま  し  

 

○調査の目的  

本調査は、中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な中小企業労働

対策の樹立並びに時宜を得た中央会労働支援方針の策定に資することを目的と

する。 

○調査の方法  

     全国統一調査票による郵送調査  

○調査時点  

     平成２４年７月 1 日 

○調査対象  

     ①  調査対象事業所  ８００事業所（製造業４４０、非製造業３６０） 

     ②  有効回答数    ４７４事業所（製造業２５１、非製造業２２３） 

     ③  回  答  率      ５９．２５％ 

○主な調査項目  

     ①  経営状況 

     ②  経営上のあい路 

     ③  経営上の強み 

     ④  労働時間 

     ⑤   年次有給休暇 

     ⑥  育児休業制度 

     ⑦   介護休業制度 

     ⑧  新規学卒者の採用と初任給  

     ⑨  新規学卒者の採用計画 

     ⑩   高年齢者の雇用 

     ⑪  障がい者の雇用 

     ⑫   賃金の改定状況 
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【Ⅰ】調査概要 

１ 回答事業所数および従業員数 

（１）回答事業所数および従業員数 

 調査対象８００事業所のうち４７４事業所（回答率５９．２５％）から回答が寄せられた。業種別の

回答率は製造業が５７．０％、非製造業が６１．９％となっている。 

 従業員数の規模で回答事業所の比率をみると、製造業２５１事業所のうち「１０人未満」規模の事業

所が２１．１％、「１０～２９人」規模が３６．６％、「３０～９９人」規模が３２．３％、「１００

人以上」規模が１０．０％となっている。 

非製造業２２３事業所では「１０人未満」規模の事業所が２４．２％、「１０～２９人」規模が４０．

４％、「３０～９９人」規模が３０．０％、「１００人以上」規模が５．４％となっている。（図－１） 

 

図－１ 従業員数規模別回答割合 

 

 

表―１ 回答事業所数および従業員数                                    単位：人、( )内は男女比率 

業   種 
調査事

業所数 

回答事

業所数 
従業員数 男  性 女  性 

総   数 ８００ ４７４ １７，００２ １１，８７５（69.8%）  ５，１２７（30.2%） 

製 造 業 ４４０ ２５１ １０，０６８  ６，５７５（65.3%）  ３，４９３（34.7%） 

 

 食 料 品  ６８  ４２  １，５３０    ７３５（48.0%）    ７９５（52.0%） 

 繊維工業  ４２  ２７  １，２７１    ２２８（17.9%）  １，０４３（82.1%） 

 木材・木製品  ６２  ３５  １，０７１    ８５２（79.6%）    ２１９（20.4%） 

 印刷・同関連  ４５  ２５    ５０３    ３２６（64.8%）    １７７（35.2%） 

 窯業・土石  ５１  ３１    ６２４    ５４５（87.3%）     ７９（12.7%） 

 化学工業  １８   ９    ３７８    ２２７（60.1%）    １５１（39.9%） 

 金属・同製品  ６９  ４２  ２，１９６  １，９０２（86.6%）    ２９４（13.4%） 

 機械器具  ５５  ２３  １，８４６  １，３３６（72.4%）    ５１０（27.6%） 

 その他製造業  ３０ １７    ６４９    ４２４（65.3%）    ２２５（34.7%） 

 非 製 造 業 ３６０ ２２３  ６，９３４  ５，３００（76.4%）  １，６３４（23.6%） 

 

 情報通信業  １３  ９      ４１５    ３１７（76.4%）     ９８（23.6%） 

 運輸業  ５８   ３８  １，９５０  １，８０７（92.7%）    １４３（ 7.3%） 

 建設業  ８５   ５３  １，７９５  １，５６８（87.4%）    ２２７（12.6%） 

 卸売業  ７６   ４８  １，１６１    ７１３（61.4%）    ４４８（38.6%） 

 小売業  ４９   ２８    ４４９    １９６（43.7%）    ２５３（56.3%） 

 サービス業  ７９   ４７  １，１６４    ６９９（60.1%）    ４６５（39.9%） 
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回答事業所における総従業員数は、１７，００２人（１事業所あたり平均３６人）で、内訳は、男性

が１１，８７５人、女性が５，１２７人となっている。男女比率は、男性６９．８％（全国平均６９．

２％）、女性３０．２％（同３０．８％）と全国の比率とほぼ同じ値となっている。 

そのうち、常用労働者数(※1)は１６，６９０人（総従業員数比９８．２％）で、うち男性が１１，

７２６人（同９８．７％）、女性が４，９６４人（同９６．８％）となっている。 

 また、業種別に男女の占める割合をみると、男性従業員数の割合が最も多い業種は「運輸業」の９２．

７％、次いで「建設業」の８７．４％、「窯業・土石製品製造業」の８７．３％となっている。 

一方、女性従業員数の割合が多い業種は「繊維工業」で８２．１％と圧倒的に高く、次いで「小売業」

の５６．３％、「食料品製造業」の５２．０％となっている。（表－１） 

（※1 常用労働者…期間を決めず、または１か月を超える期間を決めて雇われている者など、常時使用されている労働者。） 

 

（２）従業員の雇用形態別構成 

 従業員の雇用形態別構成をみると、「正社員」が１４，１２２人（８３．１％）、「パートタイマー」

が１，５６６人（９．２％）、「嘱託・契約社員」が１，０３０人（６．０％）、「派遣・その他」が

２８４人（１．７％）となっている。 

業種別に構成比をみると、「パートタイマー」の雇用が「サービス業」で２８．３％、「食料品製造

業」で２６．４％、「小売業」で１９．８％といずれも全体の２割ほどの高い割合を占めている。また、

「嘱託・契約社員」の雇用が比較的高かったのが「機械器具製造業」の１１．８％で１割を超えて占め

ており、次いで「繊維工業」が９．３％となっている。（図－２） 

 

図－２ 業種別雇用形態の構成 

 
男女別に雇用形態の比率をみると、男性は「正社員」が９０．３％（全国平均８５．３％）と９割を

超える高い割合を占めており、「パートタイマー」は２．３％（同５．３％）となっている。 

対して、女性は「正社員」が６６．４％（同５３．３％）にとどまり、「パートタイマー」が２５．

２％（同３５．６％）と、男性に比べてパートタイマーの比率が高くなっている。 

全国平均の構成をみると、「正社員」では、本県が全国に比べて男女とも雇用割合が高くなっており、

逆に「パートタイマー」は、本県の雇用割合が低くなっている。（図－３） 
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図－３ 雇用形態の構成 

 
 

２ 労働組合の有無 

 回答事業所のうち、労働組合組織がある事業所は１２．０％（全国平均７．０％）となっており、全

国に比べ本県の組織率が上回っている。 

業種別では、製造業が１３．９％、非製造業が９．９％となっており、製造業のほうが労働組合の組

織率が僅かに高めとなっている。 

 また、従業員数規模別にみると、労働組合がある事業所は「３０人～９９人」規模では１６．９％、

「１００人以上」規模では４３．２％となっており、従業員数規模が大きい事業所ほど組織率が高いこ

とが窺える。（図－４） 

 

図－４ 労働組合の有無 

 
 

３ 経営状況 

（１）現在の経営状況 

 経営状況について、１年前と比べて状況が「悪い」とする事業所は３５．９％（昨年５３．９％）と

過去５年ぶりに５０％を下回り、「良い」とする事業所は１４．３％（同１０．１％）、「変わらない」

は４９．８％（同３６．１％）となっている。昨年の調査と比較すると、「悪い」と回答した事業所は

１８．０ポイントと大幅に減少し、「良い」とする事業所は４．２ポイント増加、「変わらない」とす

る事業所は１３．７ポイント増加しており、厳しさが続いた景況に下げ止まりの兆しが窺える。 

 また、全国の経営状況をみると、「悪い」が４１．４％、「変わらない」が４６．１％、「良い」が

１２．４％となっている。 

なお、本県において、経営状況が１年前と比べて「悪い」と回答する事業所の比率が３０％台にとど

まるのは平成９年調査の３５．２％以来となる。（図－５） 



6 

図－５ 経営状況の推移 

 

 

（２）主要事業の今後の方針 

 主要事業の今後の方針についてみると、「現状維持」が６７．２％（昨年６９．６％）と圧倒的に多

く、次いで「強化拡大」が２５．２％（同２２．２％）、「縮小」が７．０％（同７．１％）となって

いる。昨年と比較すると「現状維持」「縮小」がともに減少し、「強化拡大」が３ポイント増加してお

り、事業経営に対して積極的な姿勢に転換されつつある傾向が窺える。 

また、業種別にみると、非製造業は「強化拡大」が２３．０％（昨年２３．６％）、「現状維持」が

７０．７％（同７０．７％）と、昨年とほぼ横這いの値になり、「縮小」が５．９％（同４．８％）と

僅かに増加している。対して、製造業は「強化拡大」が２７．１％（昨年２０．９％）と昨年に比べ６．

２ポイント増加しており、「現状維持」が６４．１％（昨年６８．５％）、「縮小」が８．０（同９．

４％）とともに減少し、非製造業に比べ、事業強化に対する姿勢が多くみられる結果となった。（図－

６） 

図―６ 主要事業の今後の方針 

 



7 

 

（３）経営上のあい路 

 経営上のあい路を３項目以内で複数選択してもらった結果、「販売不振・受注の減少」が５０．３％

（昨年６２．２％）と昨年に比べ１１．９ポイント大きく減少したものの、依然として最も多く、１５

年連続で１位となっている。次いで、「同業他社との競争激化」が４４．６％（同４１．５％）となっ

ている。 

 業種別にみると、「販売不振・受注の減少」が高い割合を占めているのは、「窯業・土石」の７７．

４％、「印刷・同関連」の７２．０％、「卸売業」の６２．５％となっている。また、「同業他社との

競争激化」が高い割合を占めているのは、「建設業」の７３．６％、「卸売業」の６４．６％、「印刷・

同関連」の６０．０％となっている。 

なお、昨年発生した「東日本大震災」が影響したとする事業所は、６．３％と比較的低い割合にとど

まっている。（図―７） 

 

図―７ 経営上のあい路 
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（４）経営上の強み 

経営上の強みを３項目以内で複数選択してもらった結果、「顧客への納品・サービスの速さ」が３２．

０％（昨年３０．４％）、次いで「製品の品質・精度の高さ」が２９．４％（同２８．３％）、「組織

の機動力・柔軟性」が２５．０％（同２３．４％）と続いており、この３項目の順位は６年連続変動し

ていない。 

業種別でみると、製造業は、「製品の品質・精度の高さ」が４７．６％と最も多く、次いで「顧客へ

の納品・サービスの速さ」が３１．２％、３位には「生産技術・生産管理能力」が２５．６％となって

いる。 

非製造業は、「顧客への納品・サービスの速さ」が３２．９％、次いで「組織の機動力・柔軟性」が

３０．６％、３位には「商品・サービスの質の高さ」が２９．３％となっている。 

製造業は、主に、製品力、生産力、サービス力が上位となり、対して非製造業は、サービス力、組織

力が上位となっており、それぞれに特化した内容が上位に並びに相違がみられるのが特徴的である。（図

―８） 

 

図―８ 経営上の強み 
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４ 労働時間 

（１）週所定労働時間（残業時間、休憩時間除く） 

 従業員の週所定労働時間をみると、「３８時間以下」の事業所が１１．４％（全国平均１２．２％）、

「３８時間超４０時間未満」が３６．０％（同２７．３％）となっており、「４０時間」は最も多い４

４．９％（同４７．８％）となっている。この３つを合わせた「４０時間以下」の範囲でみると９２．

３％（同８７．３％）の割合となり、全国と比較すると本県の割合が５．０ポイント上回った結果とな

っている。 

業種別には、「化学工業」が「４０時間未満」１００％となっているほか、非製造業と比べ、製造業

に「４０時間以下」１００％とする事業所が多くみられる。 

また、従業員数規模別に、週所定労働時間「４０時間超４４時間以下」をみると、「１０人以上３０

人未満」規模で６．１％、「３０人以上１００人未満」規模で４．１％の割合を占める結果となり、当

該事業所は対応が必要とされる。(※2)（図―９） 

（※2 労働基準法で40時間超44時間以下が認められているのは、10人未満の商業・サービス業等の特例事業所のみです。） 

 

図―９ 週所定労働時間 

 

 

（２）月平均残業時間（時間外労働・休日労働） 

 従業員１人あたりの月平均残業時間をみると、８．９時間（昨年８．６時間）となっており、昨年よ

りわずかに増加している。また、全国平均は１１．０時間（同９．９時間）で、比較すると本県が２．

１時間少ない結果となっている。 

内訳をみると、「残業なし」は２４．９％（昨年２７．７％）と、昨年に比べ２．８ポイント減少し

ている。また、「１０時間未満」が３８．２％（同３６．１％）と最も多く、「１０時間以上２０時間

未満」は２１．５％（同２２．８％）となっている。 

また、業種別にみると、１人あたり月平均残業時間が最も多いのは、「運輸業」の２１．５時間で、

次いで「金属・同製品」の１５．６時間、「建設業」の１１．６時間となっている。 

従業員数規模別では、「１０人未満」規模の事業所では１人あたり月平均残業時間３．９時間、「１

０人以上３０人未満」規模では８．０時間、「３０人以上１００人未満」規模では１１．９時間、「１

００人以上」規模では１５．９時間となっており、従業員数規模が大きいほど残業時間が多いことが窺

える。（図－１０、図－１１）  
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図―１０ １人あたり月平均残業時間 

 
 

 

図―１１ １人あたり月平均残業時間比率  

 

 

５ 年次有給休暇 

（１）年次有給休暇の平均付与日数および平均取得日数 

従業員１人あたりの年次有給休暇の平均付与日数は、１６．３日（昨年１６．７日）となっており、

全国平均の１５．６日（同１５．５日）に比べ、本県が僅か０．７日多い結果となった。 

内訳をみると、１人あたり平均「１５～２０日未満」が４８．６％と最も多く、次いで「２０日～２

５日未満」が２９．６％となっており、合わせると７割を超える割合となっている。 

また、平均付与日数が「１０日未満」とする事業所は５．９％（昨年７．７％）となり、昨年に続き

減少傾向にあるものの当該事業所は対応が必要とされる。(※3)  

従業員１人あたりの平均取得日数は、６．９日（昨年６．９日）と３年連続同日数となっている。ま
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た、全国平均は７．１日（同６．９日）と昨年より僅かに増加した。 

平均取得率を業種別にみると、「木材・木製品」が５３％と最も高い割合となっており、次いで「そ

の他製造業」が５０％、「窯業・土石」「機械器具」がともに４７％と続いている。（図－１２） 

（※3 労働基準法では６か月以上継続勤務し、全労働日の８割以上出勤した従業員（パートタイマーを含む。）に対し有

給休暇を１０日付与することが定められています。） 

 

図－１２ 年次有給休暇の平均付与日数および平均取得日数 

 

 

６ 育児休業制度 

（１）育児休業規定の整備 

 育児休業規定の整備について、「整備している」が７４．７％（全国平均５４．１％）、「整備して

いない」が２５．３％（同４５．９％）となっている。本県においては７割を超える事業所で規定の整

備が行われ、全国よりも「整備している」割合が上回った。 

また、従業員数規模別にみると、「整備している」が「３０人以上１００人未満」規模の事業所では

８９．２％、「１００人以上」規模では９７．３％と高い割合で整備されているが、「１０人未満」規

模の事業所では３８．３％となっており、小規模の事業所において規定の整備が進んでいないことが窺

える。（図－１３） 

 

図－１３ 育児休業規定の整備 
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（２）育児休業の取得状況 

平成２３年７月１日以降（１年間）に育児休業を取得した従業員について、「女性従業員１人が取得

した」とする事業所は７．６％（全国平均８．２％）、「女性従業員２人が取得した」事業所は２．１％

（同１．８％）、「女性従業員が３人以上取得した」事業所は０．２％（同０．８％）となっている。 

対して「男性従業員１人が取得した」事業所は０．２％（同０．５％）、「男性従業員２人が取得し

た」事業所も０．２％（同０．２％）と僅かな値にとどまっている。本県並びに全国的にみても女性に

比べて、男性の育児休業の取得が進んでいないことが窺える。（図－１４）  

 

図－１４ 育児休業の取得 

 
 

（３）育児をする従業員への支援 

 働きながら育児をする従業員への支援について複数選択してもらった結果、「短時間勤務制度の導入」

が３４．０％、「所定外労働の免除」が２７．４％、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が２４．２％

と上位にあがっている。また、「特に支援はしていない」が４０．５％と高い割合となっている。 

なお、「その他」の１４．１％の主な内容には、「その都度、相談対応している」、「該当者がいな

い」が多くあげられた。（図－１５） 

 

図－１５ 働きながら育児をする従業員への支援 
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７ 介護休業制度 

（１）介護休業規定の整備 

 介護休業規定の整備について、「整備している」が６３．７％（全国平均４５．１％）、「整備して

いない」が３６．３％（同５４．９％）となっている。本県においては６割を超える事業所で規定の整

備が行われ、全国よりも「整備している」割合が上回っている。 

従業員数規模別にみると、「整備している」が「３０人以上１００人未満」規模の事業所では８２．

４％、「１００人以上」規模では９７．３％と高い割合で整備されているが、「１０人未満」規模の事

業所では２８．０％となっており、小規模の事業所において規定の整備が進んでいないことが窺える。

（図―１６） 

図－１６ 介護休業規定の整備 

 
 

（２）介護休業の取得状況 

平成２３年７月１日以降（１年間）に介護休業を取得した従業員について、「女性従業員１人が取得

した」事業所は１．１％（全国平均０．８％）、「女性従業員２人が取得した」事業所は０％（同０．

１％）、「女性従業員が３人以上取得した」事業所は０．２％（同０％）となっており、「男性従業員

１人が取得した」事業所は０．４％（同０．７％）となっている。男性、女性ともに１割以下の取得と

なっている。 

また、前問にあげた「育児休業」の取得と比べると、介護休業の取得率は低く、女性の取得も僅かな

値にとどまっている。（図－１７） 

 

図－１７ 介護休業の取得 

 
 

（３）介護をする従業員への支援 

 働きながら介護をする従業員への支援について複数選択してもらった結果、「短時間勤務制度の導入」
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が２９．９％、「所定外労働の免除」が２２．６％、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が１９．７％

となっており、この３項目は、「育児をする従業員への支援」でも同じく上位にあがっている。「特に

支援はしていない」は４５．１％となっている。 

 なお、「その他」の１４．５％の主な内容には、「その都度、相談対応している」、「該当者がいな

い」が多数あげられた。（図－１８） 

 

図－１８ 働きながら介護をする従業員への支援 

 
 

８ 平成２４年３月新規学卒者の採用と初任給  

（１）新規学卒者の採用状況 

 平成２４年３月の新規学卒者の採用者数は１８５名（昨年１６３名）となっており、昨年３月を２２

名上回り、３年連続で新規学卒者の採用数が増加している。（表－２） 

 

表―２ 新規学卒者の採用状況                                          単位：人 

 平成２４年３月卒 平成２３年３月卒 

採用予定数 採用人数  採用予定数 採用人数  

大学卒  
技術系  ２０  １９  １２  １２  

事務系  １９  １９  １９  １９  

短大卒  

(含 高 専 卒 ) 

技術系  ９  ９  ８  ８  

事務系  ３  ３  ２  ２  

専門学校卒 
技術系   ８   ８  ９  ９  

事務系  ０  ０  ３  ３  

高校卒  
技術系  １２８  １１４  １０１  ９８  

事務系  １３  １３  １２  １２  

合   計  ２００  １８５  １６６  １６３  

 

 

（２）平成２４年３月新規学卒者１人当たりの平均初任給額 

平成２４年３月新規学卒者１人あたりの平均初任給額（平成２４年６月支給額）を学卒別にみると、 

大学卒業者の初任給額の単純平均では、技術系が１８０，６３３円（加重平均１８２，８６８円）、事

務系が１７５，１７１円（同１７９，４４３円）となっている。 

 短大（含高専）卒業者の初任給額の単純平均では、技術系が１４９，０９０円（加重平均１４８，９

１０円）、事務系が１５９，０００円（同１５９，０００円）となっている。 

 専門学校（専修学校専門課程：２年制以上）卒業者の初任給額の単純平均では、技術系が１６５，７
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００円（加重平均１６０，８００円）となっており、事務系は当該者がいなかった。 

 高校卒業者の初任給額の単純平均では、技術系が１３９，３９９円（加重平均１３９，９５１円）、

事務系が１３８，２８９円（同１３７，９１５円）となっている。（表－３） 

 

    表―３ 新規学卒者の初任給額（加重平均）                                 単位：円 

 平成２４年３月新規学卒者 

全国平均 秋田県  製造業 非製造業  

大学卒  
技術系  193,045 182,868 187,664 176,275 

事務系  190,766 179,443 177,250 180,028 

短大卒  

(含 高 専 卒 ) 

技術系  172,083 148,910 149,350 148,558 

事務系  164,104 159,000 ―  159,000 

専門学校卒 
技術系  168,980 160,800 155,467 164,000 

事務系  165,003 ―       ―        ―  

高校卒  
技術系  156,863 139,951 139,178 144,076 

事務系  152,618 137,915 134,750 139,321 

 平成２３年３月新規学卒者 

全国平均 秋田県  製造業 非製造業  

大学卒  
技術系  194,002 185,241 185,299 185,222 

事務系  189,245 170,712 159,046 177,517 

短大卒  

(含 高 専 卒 ) 

技術系  168,373 145,105 129,116 161,094 

事務系  163,809 113,727 92,453 135,000 

専門学校卒 
技術系  165,888 146,089 143,100 146,943 

事務系  165,786 155,000 135,000 165,000 

高校卒  
技術系  155,925 135,334 133,619 141,621 

事務系  151,687 137,123 137,933 136,544 

＜単純平均＞各事業所の１人あたり平均初任給額を足し上げ、事業所数で除した数値です。 

＜加重平均＞各事業所の１人あたり平均初任給額に採用した人数を乗じて得た数の総和を採用した人数の総和で除した

数値です。 

 

９ 平成２５年３月新規学卒者の採用計画 

 平成２５年３月の新規学卒者の採用計画をみると、「採用計画がある」とする事業所は、製造業が４

４事業所で１７．５％（昨年２８事業所１１．９％）、非製造業が３２事業所で１４．４％（同１９事

業所８．３％）となっている。前年３月と比べると製造業が５．６ポイント、非製造業が６．１ポイン

ト増加している。（図－１９） 

 

図―１９ 平成２５年３月の採用計画 
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内訳をみると、高校卒の採用を計画しているのが５３事業所（前年３１事業所）と最も多く、次いで

大学卒の採用を計画しているのが２５事業所（同１７事業所）となっており、前年に比べ、新規学卒者

の採用計画をしている事業所数が大きく増加している。 

また、従業員数規模別にみると、「３０人以上１００人未満」規模の事業所において、最も多い新規

学卒者の採用計画がみられる。（図－２０、２１） 

 

図―２０ 新規学卒者採用計画 

 

 

図―２１ 従業員数規模別採用計画 

 
 

１０ 高年齢者の雇用 

（１）高年齢者の雇用状況 

 ６０歳以上の高年齢者の雇用状況をみると、「雇用している」事業所が７８．７％（全国平均７５．

２％）、「雇用していない」事業所が２１．３％（同２４．８％）となっており、全国と比較すると本

県のほうが雇用率が上回っている。 

業種別では、「雇用している」事業所は、製造業が８３．３％、非製造業が７３．５％となっている。 

また、従業員数規模別でみると、「雇用している」事業所は、「１人以上１０人未満」規模が５７．

０％と５割を超えており、「１０人以上」の事業所をみても従業員数規模が大きいほど雇用率が高くな

っている。（図－２２） 
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図―２２ 高年齢者の雇用状況 

 

 

（２）高年齢者の雇用形態 

 （１）の問いで「雇用している」と回答のあった事業所を対象に、雇用形態について複数選択しても

らった結果、「正社員」が４７．７％（全国平均４８．６％）、「嘱託・契約社員」が４４．８％（同

４１．２％）とともに多くなっている。 

 また、製造業では、「嘱託・契約社員」が４５．０％と「正社員」４４．０％を押さえて僅かに上回

っている。（図－２３） 

 

図―２３ 高年齢者の雇用形態 

 
 

（３）高年齢者雇用安定法による措置 

 （１）の問いで「雇用している」と回答のあった事業所を対象に、高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律(※4)により講じている措置について選択してもらった結果、「継続雇用制度を導入している」

が７８．２％と圧倒的に多く、次いで「定年年齢を６５歳以上に引き上げている」が１６．１％となっ

ている。（図－２４） 

（※4 通称「高年齢者雇用安定法」。高年齢者の安定した雇用の確保を図るため、事業主は、①定年の引上げ、②継続雇

用制度の導入、③定年の定めの廃止、のいずれかの措置を講じることが義務づけられています。） 
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図―２４ 高年齢者雇用安定法による措置 

 

 

１１ 障がい者の雇用 

（１）障がい者の雇用状況 

 障がい者の雇用状況について、「雇用している」事業所が１９．８％（全国平均１９．３％）、「雇

用していない」事業所が８０．２％（同８０．７％）となっており、全国とほぼ同じ値となっている。 

業種別にみると、「雇用している」事業所が、製造業で２５．９％、非製造業で１３．０％となって

いる。 

また、従業員数規模別でみると、「雇用している」事業所は、「１人以上１０人未満」規模が２．８％、

「１０人以上３０人未満」規模が８．２％となり、従業員数規模が大きくなるほど「雇用している」比

率が高くなっている。（図－２５） 

 

図―２５ 障がい者の雇用状況 

 

 

（２）障がい者の雇用人数 

 （１）の問いで「雇用している」と回答のあった事業所を対象に、雇用している人数を障がい別に答

えてもらった結果、「身体障がい者を１人雇用している」が、製造業では２５事業所、非製造業では２

０事業所となっている。 

製造業においては、「身体障がい者を２人雇用している」が１７事業所、「知的障がい者を１人雇用

している」が１９事業所と、ともに多く、また、「身体障がい者を５人以上雇用している」が１事業所、

「知的障がい者を５人以上雇用している」が２事業所あり、非製造業に比べ、障がい者の雇用率が高い

ことが窺える。（図－２６） 
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図―２６ 障がい者の雇用人数 

 

なお、（１）の問いで「雇用していない」と回答のあった事業所を対象に、今後、新規に雇用する予

定について答えてもらった結果、「雇用する予定がある」とする事業所は、製造業が２事業所あり、「雇

用を検討中である」とする事業所は、製造業が１０事業所、非製造業が１２事業所であった。 

 

 

（３）雇用する障がい者への配慮 

 （１）の問いで「雇用している」と回答のあった事業所を対象に、雇用している障がい者への配慮に

ついて複数選択してもらった結果、「担当業務・内容の配慮」が６０．０％と圧倒的に多く、「作業環

境、施設・設備・機器の改善」、「通院・服薬管理など医療上の配慮」がともに１３．３％と続いてい

る。また、「特に配慮は必要ない」とする事業所も３０．０％と多数を占めている。（図－２７） 

 

図―２７ 雇用する障がい者への配慮 

 

 

１２ 賃金の改定状況 

（１）賃金の改定実施状況 

 平成２４年１月１日から７月１日（本調査時点）までの賃金の改定状況をみると、賃金を「引上げた」

事業所は、１５４事業所３２．６%（昨年１２０事業所２５．８％）で、昨年に比べ６．８ポイント増

加したものの、全国と比較すると僅かに０．８ポイント下回っている。また、「引下げた」事業所は、

９事業所１．９％（同７事業所１．５％）で昨年に比べ０．４ポイント増加となっている。 
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 業種別でみると、賃金を「引上げた」とする事業所が、製造業では２８．７％、非製造業では３６．

９％となっている。 

（図－２８、２９） 

 

図―２８ 賃金改定状況 

 

 

図―２９ 賃金改定状況（業種別） 

 

 

（２）平均昇給額 

 賃金改定を実施した事業所の中で「引上げ」を行った事業所の昇給額をみると、単純平均が５，０９

７円（全国５，７３３円）、加重平均が３，８４５円（同４，４５９円）となっている。 

業種別に加重平均をみた場合、製造業が３，４０７円、非製造業が４，４６５円となっており、非製

造業が１，０５８円高くなっている。また、昇給額が最も高かった業種は、「運輸業」で５，９７０円、

次いで「窯業・土石」が５，２６１円、「サービス業」が４，７２４円と続いている。 

「引下げ」を行った事業所の降給額をみると、単純平均が１３，１３３円（全国２１，７０３円）、

加重平均が１６，９９２円（同１１，３４２円）となっている。業種別に加重平均をみると、製造業が

１８，９７０円、非製造業が１３，３２９円となっている。 

秋田県の平均昇給額をみると、加重平均が２，５９１円（単純平均２，６９５円）と昨年の２，０７

６円に比べて５１５円増加している。また、業種別に加重平均をみると、製造業が２，２５８円、非製
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造業が３，０４５円と７８７円の差が生じている。（表－４、表－５、図－３０） 

 

表―４ 平均昇給（引上げ事業所） 

区 分 
全  国 秋田県 製造業 非製造業 

昇給額 昇給率 昇給額 昇給率 昇給額 昇給率 昇給額 昇給率 

単純平均 5,733円 2.35％ 5,097円 2.40％ 4,892円 2.38％ 5,283円 2.41％ 

加重平均 4,459円 1.81％ 3,845円 1.78％ 3,407円 1.65％ 4,465円 1.94％ 

 

表―５ 平均昇給（引下げ事業所） 

区 分 
全  国 秋田県 製造業 非製造業 

降給額 降給率 降給額 降給率 降給額 降給率 降給額 降給率 

単純平均 21,703円  8.16％ 13,133円  6.45％ 11,520円  6.40％ 14,747円  6.48％ 

加重平均 11,342円  4.46％ 16,992円  7.87％ 18,970円  8.85％ 13,329円  6.10％ 

 

 

 

図―３０ 秋田県平均昇給額の推移（加重平均） 
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